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北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見書 

 

日本政府が認定した１７名の北朝鮮による拉致被害者のうち、５名が平成１４年１０月

に帰国を果たされました。しかしながら、特定失踪者調査会の発表によれば、拉致の可能

性を否定できない失踪者が、平成２２年５月２２日現在、公開されているだけで２７２名

あり、その方々についてはいまだ消息がつかめておりません。 

高山市においても２名が特定失踪者に認定されており、市民にとっても大変身近で不安

な問題として関心が寄せられています。 

北朝鮮政府は、拉致の事実を認めながらも、安否情報の提供や納得のいく説明を行わず、

再会を待ち続ける家族にとって長くつらい日々が続いています。この間、家族の高齢化は

進み、あるいは亡くなられる方も増えてきました。また、北朝鮮における生活環境や食糧

事情は必ずしも良好とはいえない状況が伝えられており、対象者の健康状態も案じられる

ところです。 

問題解決の糸口がつかめないまま時間だけが経過してゆくなかで、再会が果たせた後の

平穏な生活の期間をも考えれば、この問題を決着するための時間は多く残されてはおりま

せん。対象者と家族との一刻も早い再会は日本国民全員の切なる願いです。 

よって国におかれましては、一刻も早い北朝鮮による拉致と特定失踪者の問題解決に向

け、以下の事項を積極的に推進されることを強く要望します。 

 

記 

 

１．拉致問題は我が国の国家主権と国民の生命・安全にかかわる重大な問題であり、拉致

問題対策本部においては、新たな具体策を明示して引き続き拉致問題の解決に取り組

むこと。 

２．拉致問題の風化は決して許されるものではなく、北朝鮮による人権の侵害を世界に訴

え、強い意思を持って今後とも同国に問題解決を迫ること。 

３．特定失踪者の問題についても、北朝鮮政府に情報の提示を強く求め、引き続き解決に

向けて取組みを強力に推進すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２２年６月２３日 

高 山 市 議 会 

 


